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　中標津町自動車学校で行われた交通安全教室に中標津東小学校の
１年生97名が参加して、交通事故に遭わないためのルールやマナー
を学びました。�
　教習コースでは、左右の安全をしっかり確認してから手を上げて
横断歩道を渡る練習を真剣に行っていました。�

「交通ルールを守ろう！」�

中標津町ホームページの�
ＵＲＬは　http://www.nakashibetsu.jp　�
メールは　nakasi- t＠aurens.or.jp�

携帯サイトは　http://j.nakashibetsu.jp/



2

地球が丸く見える

5
8

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
方
と
�

知
的
障
が
い
の
方
の
�

相
談
員
と
し
て
委
嘱
書
伝
達
�

　
障
が
い
の
あ
る
方
の
更
生
援
護
な
ど
の
相
談
、

指
導
と
福
祉
の
推
進
に
努
め
る
こ
と
を
目
的
に
、

身
体
障
害
者
相
談
員
に
佐
藤
齊
さ
ん
（
西
二

北
一
）
と
渡
部
徳
樹
さ
ん
（
西
二
北
三
）
、

知
的
障
害
者
相
談
員
に
阪
安
代
さ
ん
（
西
七

南
八
）
が
知
事
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
�

地球が丸く見える
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響く歌声�

　第60回のロビーコンサートがしる

べっとで開催され二つのゴスペルグ

ループが、来場者と歌声を響かせま

した。�

地球が丸く見える
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「
歓
声
！
」�

　
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
の
「
ゆ
め
の
森
公

園
」
は
、
子
ど
も
た
ち

の
笑
い
声
と
、
親
子
の

ふ
れ
あ
い
で
賑
わ
い
ま

し
た
。
�
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サ
ク
ラ
と
�

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
�

　
町
内
三
カ
所
（
森
林
公

園
・
正
美
公
園
・
ゆ
め
の

森
公
園
）
の
パ
ー
ク
ゴ
ル

フ
場
が
十
三
日
に
オ
ー
プ

ン
し
、
愛
好
者
の
方
々
が

久
し
ぶ
り
の
芝
の
上
で
の

プ
レ
ー
を
楽
し
み
、
本
格

的
な
シ
ー
ズ
ン
の
到
来
を

迎
え
ま
し
た
。
�

　
森
林
公
園
パ
ー
ク
ゴ
ル

フ
場
で
は
、
グ
ル
ー
プ
な

ど
で
サ
ク
ラ
の
花
を
見
な

が
ら
プ
レ
ー
を
楽
し
み
、

「
ナ
イ
ス
シ
ョ
ッ
ト
」
の

声
援
が
あ
り
ま
し
た
。
�

�

地球が丸く見える
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「
緑
の
募
金
」�

　
豊
か
な
み
ど
り
づ
く
り
を
は
じ
め
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
緑
化
運
動
及
び
森
林

の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
実
施
さ
れ
た
「
緑

の
募
金
」
公
募
事
業
の
一
環
と
し
て
、
養

老
牛
グ
リ
ー
ン
ク
ラ
ブ
の
皆
さ
ん
が
町
内

の
大
型
店
舗
前
三
カ
所
で
街
頭
募
金
活
動

を
行
い
ま
し
た
。
�

　
学
校
や
事
業
所
な
ど
の
協
力
を
得
て
集

め
た
募
金
と
、
こ
の
日
集
ま
っ
た
街
頭
募

金
は
、
公
園
、
学
校
の
校
庭
、
街
路
な
ど

の
植
樹
や
環
境
緑
化
事
業
な
ど
に
大
切
に

使
わ
れ
ま
す
。
�

平成18年７月から�
「国民年金保険料の免除制度」が�
ご利用しやすく変わります�

�

　国民年金制度は、20歳以上60歳未満の全ての方が

加入する制度です。老後の老齢基礎年金のほか、万が

一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れる

制度です。�

　国民年金の保険料は13,860円（平成18年度）ですが、

経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、申請

手続きをしていただくことにより、保険料の納付が免

除または一部納付（一部免除）制度があります。�

　保険料の免除制度は、�

　「全額免除制度」→保険料の全額が免除�

　「半額納付制度」→保険料の２分の１を納付�

　　　　　　　　　　（残り２分の１が免除）�

　の２種類でしたが、平成18年７月から�

　「４分の１納付制度」→保険料の４分の１を納付　�

　　　　　　　　　　　　（残り４分の３が免除）�

　「４分の３納付制度」→保険料の４分の３を納付�

　　　　　　　　　　　　（残り４分の１が免除）�

　の２種類が新たに加わり、全額免除制度と３段階の

一部納付制度になります。�

　一部納付する場合の月々の保険料額（平成18年度）

は次のとおりです。�

・４分の１納付→ 3,470円�

・２分の１納付→ 6,930円�

・４分の３納付→10,400円�

　これらの制度をご利用いただく場合は、ご本人、配

偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準額以

下であることが条件です。�

　国民年金（基礎年金）の給付の３分の１（将来は２

分の１）は国庫負担でまかなわれているため、保険料

が免除された期間は、老齢基礎年金の計算の際に国庫

負担に相当する額が年金額に反映されます。また、万

が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受ける場

合の受給資格にも含まれるため安心です。�

　ただし、一部納付制度は、納付すべき一部保険料が

未納となった場合は、一部免除が無効となり、老齢・

障害・遺族の基礎年金の受給資格期間には含まれませ

んので、必ず一部保険料を納付していただく必要があ

ります。�

�

免除された保険料等の追納について�
　免除または猶予された保険料については、将来受け

取る年金額が少なくならないよう、10年以内に納付

することができます。この場合、承認された期間が属

する年度から起算して３年度目以降に納付する場合は、

経過した年数に応じた一定の加算額が加わります。�

　国民年金保険料の免除制度に関する手続き方法など、

詳しくは釧路社会保険事務所、役場保険年金課年金係、

または「ねんきんダイヤル1０５７０（０５）１１６５」

まで。�

地球が丸く見える
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国民健康保険税の軽減制度について�

国民健康保険に関する届け出について�

国民健康保険税の2割軽減は申請が必要です�

※保険税の軽減制度は、世帯の所得に応じて均等割と平等割を�
　軽減する制度です。�

�

�

�

�

�

�

　２割軽減に該当すると思われる方は、平成18年度の納税通知書をお送りする際に『国民健康保険税２割軽減申

請書』を同封しますので、必要事項を記入し、期限までに提出してください。�

�

�

�

　申請期限　6月30日（金）�
　　　提出先　 保険年金課保険税係または計根別支所�

　　　※期限までに申請がない場合は、２割軽減の適用になりませんのでご注意ください。�

�

�

　こんな時は、必ず14日以内に届け出をしてください。�
�

　①国民健康保険に入るとき　　�

　　・転入してきた　・生活保護を受けなくなった　・子供が生まれた�

　　・職場の健康保険をやめた（扶養からぬけた）�

　②国民健康保険をやめるとき　�

　　・転出する　・生活保護を受けるようになった　・加入者が死亡した�

　　・職場の健康保険に入る（扶養に入る）�

　③その他�

　　・住所変更（町内）　・世帯主や氏名の変更　・世帯が分かれた　・世帯が一緒になった�

　　・退職者医療制度の対象になった�
�

　届け出が遅れた場合、保険税は届け出の月ではなく、上記の異動があった月までさかのぼって算定され、納め

ることになります。（減額の場合もさかのぼって変更となります。）�

　届け出は遅れないように注意してください。�

　届け出をしていないため、保険証を持たないで病院にかかった場合、医療費の全額（10割）を負担しなければ

なりません。�

　軽 減 割 合�

７　割　軽　減�

５　割　軽　減�

２　割　軽　減�

  申　請�

不　　要�

不　　要�

必　　要�

　　　　　　対 象 と な る 世 帯 の 総 所 得�

33万円以下�

33万円＋（24万5千円×世帯主を除く加入者数）以下�

33万円＋（35万円×加入者数）以下�

軽減割合及び対象となる世帯所得�
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所得の申告も忘れずに�

保険税を滞納すると�

納税には便利で、安心、確実な口座振替を是非ご利用ください�

保険税の算定内容に一部改正があります�

　保険税の正しい算定や医療費の自己負担割合などの判定には、所得の申告が必要です。�

　申告がないと保険税の正しい算定ができません。また、高額な医療費がかかった時の自己負担限度額の計算や

その他の給付の際に、所得の状況が不明のため不利な扱いになる場合がありますので、必ず所得の申告をしてく

ださい。�

�

《国保税申告》�
　所得が無く所得税・町道民税の申告が必要の無い方も、保険税の納税義務者（世帯主）は申告（所得が無い旨

の申告）が必要です。�

（例）・障害年金、遺族年金、雇用保険の失業給付等の非課税収入のみの場合。�

　　　・扶養されているが、施設（老人ホーム等）入所のため世帯を別にしている場合。�

　　　・扶養に入っていたが、世帯を分けて世帯主となった場合。�

　　　・その他無収入（生活保護を受けていた、仕送り、養育費、貯えで生活等）�

　※職場で所得税の年末調整をされている場合、公的年金収入のみの場合、所得税の確定申告をしている場合等は、

　　改めて国保税申告をする必要はありません。�

�

�

�

　口座振替による納入は、納期のたびに金融機関へ行く手間がはぶけ、仕事の忙しい方・不在がちな方などに便

利です。また、納め忘れの心配もなくなります。�

　手続きは簡単で、一度手続きをすれば翌年度からも自動的に継続されます。�

（通帳・届出印を持参し、町内の各金融機関・役場窓口で手続きをしてください。）�

�

�

�

　特別な事情もなく保険税を１年以上滞納し、納税相談などにも応じない場合は、保険証を返していただき（返

還命令）資格証明書を交付する場合があります。�

　さらに滞納が続くと国保の給付（療養費・高額療養費・出産費等）が差し止められます。�

　そのほかに、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。�

�

�

�

　平成18年４月１日から適用（地方税法の改正による）�

１　国民健康保険税の介護分の課税限度額が８万円から９万円になります。�

　40歳～65歳未満の人は介護保険の２号被保険者となり、医療分と併せて介護分も納めていただきますが、今回は、

介護分の課税限度額が改正になりました。�

２　個人住民税の公的年金等控除の見直しに伴い、その激変緩和措置として次の２点が平成18年度から２年間の

み改正されます。�

　①均等割・平等割の軽減判定基準を算出する際の控除額�

　　対象　平成17年１月１日現在で65歳以上の人に限る。�

　　内容　平成18年度　現行　15万円　⇒　改正28万円�

　　　　　平成19年度　現行　15万円　⇒　改正22万円�

　②所得割を算出する際の特別控除�

　　対象　平成17年１月１日現在で65歳以上の人に限る。�

　　内容　平成18年度　控除額13万円�

　　　　　平成19年度　控除額 ７万円�

　お問い合わせ先　保険税に関すること　保険年金課保険税係（内線234）�

　　　　　　　　　各種届出に関すること　保険年金課国保医療係（内線235）�
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住宅用火災警報器の設置義務化�
　
消
防
法
の
改
正
に
基
づ
き
、
根
室
北
部
消
防
事
務
組

合
（
中
標
津
町
・
標
津
町
・
別
海
町
・
羅
臼
町
）
火
災

予
防
条
例
が
改
正
さ
れ
、
新
築
住
宅
は
平
成
十
八
年
六

月
一
日
か
ら
、
既
存
住
宅
は
平
成
二
十
三
年
五
月
三
十

一
日
ま
で
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
取
り
付
け
が
義
務

化
さ
れ
ま
し
た
。�

　
こ
の
制
度
は
火
災
を
早
期
に
発
見
し
、
「
逃
げ
遅
れ
」

に
よ
る
死
者
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。�

���������������

住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
数
の�

　
　
　
約
七
割
が
「
逃
げ
遅
れ
」�
�

　
近
年
で
は
ホ
テ
ル
、
旅
館
、
百
貨
店
な
ど
の
商
業
施

設
で
の
焼
死
者
が
減
少
傾
向
で
あ
る
の
に
対
し
、
住
宅

火
災
の
焼
死
者
は
増
加
し
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
死
亡
原
因
で
一
番
多
い
の
は
、
就
寝
中
な
ど

に
火
災
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
「
逃
げ
遅
れ
」
が
約

七
割
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
う
ち
約
六
割
が
六
十
五
歳

以
上
の
高
齢
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

�

設
置
が
必
要
な
住
宅
は
？�

�
　
設
置
が
必
要
な
住
宅
は
、
一
戸
建
て
住
宅
・
併
用
住

宅
・
共
同
住
宅
で
す
が
、
火
災
の
発
生
を
自
動
的
に
知

ら
せ
る
自
動
火
災
報
知
設
備
や
自
動
的
に
消
火
す
る
ス

プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
が
取
り
付
け
ら
れ
た
住
宅
は
住
宅

用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
免
除
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

共
同
住
宅
の
廊
下
、
階
段
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
な
ど
の
共

用
部
分
は
設
置
の
必
要
な
部
分
か
ら
除
か
れ
て
い
ま
す
。�

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
火
災
を
感
知
す
る
こ
と
で

警
報
音
を
出
し
住
人
に
火
災
を
知
ら
せ
る
も
の
で
、
電

池
式
と
家
庭
用
コ
ン
セ
ン
ト
に
つ
な
ぐ
方
式
、
小
屋
裏

の
電
気
配
線
工
事
で

取
り
付
け
る
方
式
な

ど
が
あ
り
ま
す
。�

��

悪
質
商
法
に�

ご
注
意
！�

�

　
今
回
の
義
務
化
で

住
宅
用
火
災
警
報
器

の
悪
質
販
売
が
増
え

る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
ま
で
も

「
消
防
署
の
方
か
ら

来
ま
し
た
。」
と
言

い
な
が
ら
消
火
器
を

高
額
で
売
り
つ
け
る

と
い
っ
た
悪
質
な
訪

問
販
売
が
あ
り
ま
し

た
。�

　
消
防
職
員
に
よ
る
火
災
警
報
器
の
訪
問
販
売
、
ま
た
は
、

斡
旋
・
紹
介
行
為
な
ど
は
一
切
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。�

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
消
防
用
設
備
等
販
売
店
、

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
販
売
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

警
報
器
を
購
入
す
る
際
は
、
目
安
と
し
て
「
鑑
定
マ
ー

ク
」
が
付
い
て
い
る
も
の
を
選
び
ま
し
ょ
う
。�

　
取
付
け
る
場
所
は
寝
室
で
す
が
、
寝
室
が
二
階
以
上

に
あ
る
場
合
は
、
階
段
に
も
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
今
月
号
の
折
込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。�

　
中
標
津
消
防
署
　
管
理
課
　
予
防
（
指
導
）
係�

1
（
７
２
）
２
１
８
１�

・新築住宅は平成18年６月１日から　　・既存住宅は平成23年５月31日まで�
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　畜産食品加工研修センター主催の研修会も５回目を迎えました。�

　今回も未経験者の方々に研修会に参加していただき、作る楽しみ

を経験してもらい、センターの活動を知っていただき、更には牛乳

の消費拡大につながればと、家庭でも簡単に作れる、アイスやバタ

ーの作り方も取り入れました。�

　初めての方でも難しいことはありませんので是非、参加してみてください。�

　日　　　　時　６月25日（日）　午前10時～午後２時�

　場　　　　所　畜産食品加工研修センター（計根別・農業高校農場向かい）�

　内　　　　容　ソーセージ・アイスクリーム・バター作り�

　対　　　　象　町内在住の方（中学生以上）で、当施設で１度も製品を作ったことの無い方�

　費　　　　用　1,575円／人（おつりの無いようにご用意ください）�

　募 集 人 数　先着10名�

　募 集 期 間　６月15日（木）まで　※定員になり次第締切�

　申 込 方 法　電話予約（研修センター　1７８－２２１６）�

　持参するもの　エプロン（清潔なもの）・昼食（飲み物含む）�

　　　　　　　　※作業用長靴、帽子（三角巾）はセンターで用意してあります。�

【注　意】�

　①お子様の同伴は可能ですが、刃物等危険物がありますので、お子様の行動には充分な配慮をお願いします。

（事故がおきましても当方では一切の責任を負いかねます。）�

　②お子様が加工室に入られる場合は、上靴（清潔なもの）を持参してください。（センター備え付けは22cm

からです。）�

　詳しくは、畜産食品加工研修センター　1７８－２２１６まで�

�
対象となる方�
　(1)町が定めた用途地域内で、平成18年４月１日以降に創業する方で、中標津町に２年
　　 以上在住している満20歳以上の方。�
　(2)町税等の滞納のない方。�
�
　　※遊興飲食業、賃貸業などの業種や起業の形態等によっては、補助の対象とならない

場合があります。�
　　※創業＝事業を営んでいない個人が新たに事業を開始、�
　　　　または新たに会社を設立し事業を開始すること。�
対象となる経費�
　創業に伴う次の経費が対象となります。�
　　(1)店舗等工事費�
　　(2)設備費�
　　(3)開業に伴う広告宣伝費�
　　(4)備品購入費�
　　(5)空店舗、駐車場等の賃借料（最高６か月分）�

補助額�
　　(1)用途地域の商業地域で起業する方は、対象経費の２分の１以内で、50万円を限度に補助します。�
　　(2)上記以外の用途地域で起業する方は、対象経費の３分の１以内で、25万円を限度に補助します。�
　その他、起業家を支援するための各機関の助成金等についても、お気軽にご相談ください。�
　詳しくは、経済振興課商工労働係まで。�

�

これか
ら�

ビジネ
スを�

始めよ
うと�

してい
る方へ

。�

�
あなた

の�

やる気
を�

応援し
ます。

�

目指せ起業家支援事業補助金�
（平成18～20年度）�

町が定めた用途地域内で創業する起業家の方に、最高50万円まで助成します。�
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フキ・イワブキ�
No.3

①「アキタブキ」（水彩）�

②「イワブキ」（水彩）�

フ
　
　
キ�

�

∧
愛
ら
し
さ
と
逞
し
さ
∨�

「
蕗
」
（
フ
キ
）
ほ
ど
多
様
な
表
情
を
見

せ
る
野
草
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、�

①
蕗
の
薹
（
フ
キ
ノ
ト
ウ
）
は
春
の
愛
ら

し
い
使
者
。�

②
蕗
の
葉
の
茂
み
は
、
お
お
ら
か
な
童
話

の
世
界
。�

③
「
蕗
」
と
「
蕗
の
薹
」
は
、
山
菜
料
理

の
美
味
し
さ
の
宝
庫
。�

④
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
も
突
き
破
る
、
蕗
の

新
芽
の
逞
し
い
力
。�

⑤
河
原
、
土
手
、

草
や
ぶ
な
ど
、

場
所
を
選
ば

ぬ
強
い
繁
殖

力
。�

　
時
と
し
て
牧

草
地
な
ど
に
繁

殖
し
て
ト
ラ
ブ

ル
を
引
き
起
こ

し
ま
す
が
、
総

じ
て
愛
さ
れ
る

存
在
で
し
ょ
う
。�

下
の
①
の
絵
で

す
が
、
蕗
と
蕗

の
薹
を
描
い
て

み
ま
し
た
。�

　
ご
存
じ
で
し

ょ
う
が
、
蕗
の

薹
は
「
蕗
の

花
」
な
ん
で
す
。

し
か
も
、
蕗
は
雌
雄
別
株
に
な
っ
て
い
て
、

こ
の
絵
に
あ
る
蕗
の
薹
は
「
雌
株
の
花
」

だ
そ
う
で
す
。
雌
花
で
あ
る
証
拠
に
白
い

綿
毛
が
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
が
種
子
を
風

に
乗
せ
て
飛
ば
す
仕
掛
け
で
す
。
今
、
種

子
の
熟
す
の
を
待
っ
て
い
る
状
態
の
よ
う

で
す
。�

　
一
方
「
雄
花
」
は
、
す
で
に
花
粉
を
飛

ば
し
終
え
て
、
そ
の
短
い
生
涯
も
閉
じ
、

赤
く
枯
れ
て
い
ま
し
た
。�

　
こ
の
「
雄
花
の
生
涯
」
を
現
代
日
本
人

男
性
の
生
涯
と
比
較
し
て
、
冗
談
交
じ
り

に
嘆
い
て
い
る
人
が
い
ま
し
た
。�

�

イ
　
ワ
　
ブ
　
キ�

�

∧
湿
地
の
華
∨�

　
「
フ
キ
」
は
キ
ク
科
で
す
が
、
こ
ち
ら

は
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
。�

　
正
式
の
和
名
は
「
蝦
夷
の
立
金
花
」
（
エ

ゾ
ノ
リ
ュ
ウ
キ
ン
カ
）
。
湿
地
の
植
物
。

花
が
鮮
や
か
な
黄
色
で
、
遠
目
に
も
よ
く

映
え
て
目
立
ち
ま
す
。�

　
コ
ッ
プ
や
茶
道
具
の
急
須
な
ど
を
花
器

に
し
て
こ
の
花
を
活
け
る
と
、
こ
れ
が
ま

た
様
に
な
り
ま
す
よ
。�

　
山
菜
と
し
て
も
好
ま
れ
、
特
に
茎
は
柔

ら
か
く
、
口
当
た
り
が
よ
く
癖
が
な
く
て
、

と
て
も
美
味
し
い
も
の
で
す
。
「
や
ち
ぶ

き
」
に
近
い
品
種
で
す
。�

　
絵
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
は
、
葉
脈
が
綺

麗
で
す
し
、
水
に
写
る
姿
が
と
て
も
気
に

入
っ
て
い
ま
す
。
（
絵
②
）�

　
い
ず
れ
も
、
町
内
の
川
の
源
流
で
見
掛

け
ま
す
。
花
期
五
月
〜
七
月
。�

�
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町の提言ＢＯＸなどに�
寄せられた要望・意見�
などに対し、回答した�
内容をＱ＆Ａ形式でお�
知らせします。�

健康いちばん�

中標津町保健センター　保健師　　白　金　久美子�

「中標津町生活習慣病予防計画」が目指すもの　�
～活力みなぎる緑の郷土　健康なかしべつ２１～�

　
中
標
津
町
の
高
齢
化
は
急
速
に
進
ん
で

い
ま
す
が
、
三
十
歳
代
〜
六
十
歳
代
の
方

が
五
〇
％
以
上
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
年

代
が
病
気
に
倒
れ
な
け
れ
ば
『
活
力
』
は

維
持
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
�

　
こ
こ
に
大
変
シ
ョ
ッ
ク
な
現
状
が
二
つ

あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
六
十
四
歳
以
下
の

年
代
で
、
死
亡
さ
れ
た
り
、
要
介
護
状
態

と
な
ら
れ
る
方
が
か
な
り
お
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
生
活
習
慣
病
が
も
と
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
左
の
図
で
わ
か
り
ま
す
。
�

　
も
う
一
つ
は
病
気
に
つ
な
が
る
生
活
習

慣
の
現
状
で
す
。
昨
年
「
成
人
期
健
康
づ

く
り
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
三
十
歳
代
〜
五
十

歳
代
の
方
に
お
願
い
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

多
く
の
回
答
を
お
寄
せ
く
だ
さ
り
、
町
民

の
生
活
習
慣
の
実
態
が
浮
か
び
上
が
り
ま

し
た
。
�

　
全
国
・
全
道
と
比
較
し
て
「
た
ば
こ
を

吸
っ
て
い
る
人
が
多
い
」、
「
運
動
し
て

い
る
人
が
少
な
い
」
と
い
う
特
徴
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
体
重
を
定
期
的
に
量
っ

た
り
適
正
体
重
を
知
っ
て
い
る
人
が
多
い

半
面
、
食
生
活
で
は
「
よ
く
か
ん
で
ゆ
っ

く
り
食
べ
る
人
が
少
な
く
、
野
菜
の
と
り

方
が
少
な
い
」
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。
�

　
こ
の
ま
ま
で
は
行
く
べ
き
将
来
に
生
活

習
慣
病
が
多
発
し
、
暗
い
未
来
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
計
画
で
は
『
運
動
』、
『
食
生
活
』、

『
タ
バ
コ
』
を
三
つ
の
課
題
と
し
て
取
り

上
げ
ま
す
。
�

　
わ
た
し
た
ち
は
ス
ト
レ
ス
や
多
忙
さ
か

ら
「
か
ら
だ
」
が
本
来
は
望
ま
な
い
生
活

習
慣
を
続
け
、
そ
の
た
め
に
体
調
を
悪
く

し
た
り
、
病
気
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
場

合
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
�

　
毎
日
が
体
調
良
く
、
将
来
も
い
き
い
き

暮
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
「
運
動
」、
「
食

生
活
」、
「
タ
バ
コ
」
の
ど
れ
か
一
つ
の

習
慣
を
変
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
�

　
今
後
広
報
紙
�

「
健
康
い
ち
ば
�

ん
」
で
具
体
的
�

な
内
容
を
お
伝
�

え
し
て
い
き
ま
�

す
。
�

Ｑ
　
町
が
発
行
し
て
い
る
資
料
な
ど
は
、
ど
こ
で
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
か
。�

�

Ａ
　
町
が
発
行
す
る
行
政
資
料
は
、
役
場
一
階
ロ
ビ
ー
の
「
中

標
津
町
ま
ち
づ
く
り
情
報
コ
ー
ナ
ー
」
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

各
種
計
画
書
や
広
報
紙
な
ど
を
自
由
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。�

　
今
後
、
町
民
の
み
な
さ
ん
が
気
軽
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
、

公
共
施
設
等
に
情
報
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
を
検
討
し
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
意
見
や
地
域
の
課
題
を
寄
せ

て
い
た
だ
く
た
め
の
「
提
言
Ｂ
Ｏ
Ｘ(

ボ
ッ
ク
ス)

」
は
、
役
場

庁
舎
、
総
合
文
化
会
館
、
計
根
別
支
所
の
三
ヵ
所
に
、
設
置
さ

れ
て
い
ま
す
。�

�

※
「
広
報
中
標
津
」
で
み
な
さ
ま
の
、
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
話

題
や
、
ま
ち
の
事
務
事
業
で
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
こ
と

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
電
話
、
手
紙
等
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。�

　
　
内
容
の
確
認
な
ど
で
お
問
い
合
わ
せ
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。�

　
（
企
画
課
広
報
・
調
査
係
　
内
線
三
二
八
）��

脳血管疾患�

38％�37％�

14％�
8％� 14％�

48％�
41％�

糖尿病性腎症�

その他�

脳血管疾患�

その他� がん�

心疾患�

要介護認定者の主要疾患�
（平成15～17年度64歳以下）�

中標津町の死因�
（平成16年度64歳以下）�
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税　　金�

M A T I O N

6

June

くらしの広場広場�広場�

6 日 月 火 水 木 金�土�
�

�

社会保険事務所相談所開設日のお知らせ（1 0154-22-0111）�
日時／６月20日（火）午後１時～午後５時　　６月21日（水）午前９時～午前11時30分　　場所／中標津経済センター�

～町税等各種収納金の�
　　　　　　　納付は口座振替で～�
�

4

11

18

25

3

10

17

24

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

道
営
住
宅
入
居
者
募
集
�

�募
集
団
地
　
東
中
団
地
�

　
　
　
　
（
東
十
八
条
北
八
丁
目
）
�

・
二
階
建
の
３
Ｄ
Ｋ
�

　
昭
和
五
十
三
年
建
設
　
　
　
三
戸
�

　
家
賃
　
一
万
三
千
百
円
〜
�

　
　
　
　
二
万
千
七
百
円
�

申
込
期
限
　
六
月
十
五
日
（
木
）
�

受
付
場
所
　
管
理
課
住
宅
係
�

抽

選

日
　
六
月
三
十
日
（
金
）
�

　
　
　
　
　
午
後
一
時
三
十
分
�

抽
選
会
場
　
役
場
三
〇
一
号
会
議
室
�

入
居
可
能
日
　
平
成
十
八
年
七
月
�

�児
童
手
当
の
現
況
届
出
を
�

�　
児
童
手
当
受
給
者
の
方
は
、
毎
年
六

月
中
に
前
年
の
所
得
状
況
と
児
童
の
養

育
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
現
況
届
の

提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
も

し
、
こ
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
、
受
給

資
格
が
あ
っ
て
も
六
月
以
降
の
児
童
手

当
を
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
現
況
届
の

用
紙
は
、
今
月
中
旬
頃
ま
で
に
受
給
者

の
皆
さ
ん
に
郵
送
し
ま
す
。
�

　
な
お
、
所
得
制
限
に
よ
り
該
当
に
な

っ
て
い
な
い
方
も
、
前
年
の
所
得
状
況

に
よ
っ
て
は
該
当
に
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
新
規
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
�

　
ま
た
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
の
制

度
改
正
に
よ
り
申
請
を
さ
れ
た
方
も
、

お
手
数
で
す
が
、
現
況
届
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
�

　
詳
し
く
は
、
子
育
て
支
援
室
子
育
て

支
援
係
ま
で
。
�

�女
性
の
た
め
の
な
ん
で
も
相
談
所
�

開
設
の
お
知
ら
せ
�

�（
相
談
は
女
性
の
方
に
限
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。）
�

　
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

相
談
を
お
受
け
す
る
の
は
、
全
て
女
性

の
人
権
擁
護
委
員
で
す
。
難
し
い
手
続

き
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
日
頃
の

悩
み
を
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
�

日
時
　
六
月
二
十
二
日
（
木
）
�

　
　
　
午
後
一
時
〜
午
後
四
時
�

場
所
　
総
合
文
化
会
館
第
二
研
修
室
Ａ
�

　
詳
し
く
は
、
生
活
課
戸
籍
住
民
係
ま

で
。
�

�山
菜
採
り
へ
行
か
れ
る
�

皆
さ
ん
へ
�

�　
自
然
の
恵
み
山
菜
採
り
の
シ
ー
ズ
ン

と
な
っ
て
い
ま
す
。
�

　
次
の
心
構
え
五
カ
条
を
遵
守
し
、
事

故
の
な
い
楽
し
い
山
菜
採
り
へ
お
出
か

け
く
だ
さ
い
。
�

一
、
行
き
先
を
必
ず
家
族
等
に
知
ら
せ
�

　
　
ま
し
ょ
う
。
�

二
、
単
独
で
の
入
山
は
で
き
る
だ
け
や
�

　
　
め
ま
し
ょ
う
。
�

三
、
目
立
つ
服
装
等
に
配
意
し
ま
し
ょ
�

　
　
う
。
�

四
、
通
信
手
段
（
携
帯
電
話
、
無
線
機
�

　
　
等
）
や
笛
、
ラ
ジ
オ
、
非
常
食
、
�

　
　
懐
中
電
灯
等
を
携
行
し
ま
し
ょ
う
。
�

五
、
迷
っ
た
ら
落
ち
着
い
て
行
動
し
ま
�

　
　
し
ょ
う
。
�

�

平
成
十
八
年
度
�

「
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会
」

の
ご
案
内
�

�　
消
防
法
第
十
三
条
の
二
十
三
の
規
定

に
よ
る
「
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会
」

が
実
施
さ
れ
ま
す
。
�

受
講
対
象
者
�

①
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
前
に
免
状
�

　
の
交
付
ま
た
は
保
安
講
習
を
受
け
、
�

　
現
在
、
危
険
物
取
扱
作
業
に
従
事
し
�

　
て
い
る
者
。
�

②
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
前
に
免
状
�

　
の
交
付
を
受
け
、
現
在
、
危
険
物
取
�

　
扱
作
業
に
従
事
し
て
い
る
者
で
、
こ
�

　
れ
ま
で
一
度
も
保
安
講
習
を
受
講
し
�

　
て
い
な
い
者
。
�

日
　
　
時
　
七
月
十
三
日
（
木
）
�

・
午
前
九
時
三
十
分
〜
午
後
十
二
時
三
�

　
十
分
（
給
油
取
扱
所
以
外
の
施
設
の
�

　
危
険
物
取
扱
者
）
�

・
午
後
一
時
三
十
分
〜
午
後
四
時
三
十
�

　
分
（
給
油
取
扱
所
の
危
険
物
取
扱
者
）
�

場
　
　
所
　
中
標
津
消
防
署
講
堂
�

申
込
締
切
　
七
月
三
日
（
月
）
�

�
６月は町道民税（第１期）、�
国民健康保険税（第１期）、�
介護保険料（第１期）の納期です�
�

　町道民税の第１期と国民健康保険
税の第１期、介護保険料の第１期の
納期限は６月30日です。忘れずに納
期内に納めましょう。�
　固定資産税第１期及び軽自動車税の
納期限がすでに経過しています。もう
一度お手元の納付書を確認のうえ、納
付されていない方は早急に納めましょう。�
　町税はみんなの財産です。町税を有
効に使うため、納期内納付にご協力を
お願いします。�
�
�
＜６月の収納窓口休日開設及び�
　　　　　　　平日開設時間延長日>�
�
�
�
�
�
　収納窓口開設時間延長、休日開設に
あわせて納税相談を実施していますので、
納税についてご相談ください。�
�
�
定期出張税務相談の�
実施について�

�
　札幌国税局税務相談室釧路分室では、
毎年定期出張税務相談を実施しています。
本年度も下記日程で実施する予定です
ので、税に関する疑問、お悩みをお持
ちの方はご利用ください。�
実施予定日時�
　①６月20日（火）～21日（水）�
　②11月21日（火）～22日（水）�
　各実施日とも、１日目は午後１時～�
　午後５時、２日目は午前９時～午前�
　11時30分まで。�
実施場所　中標津経済センター�
　　　　　「なかまっぷ」�
�
税務職員を募集しています�
�
　札幌国税局では、税務職員を募集し
ています。�
受験資格　昭和61年４月２日～�
　　　　　平成元年４月１日生まれの者�
試験の程度　高校卒業程度�
申込期間　６月20日～６月27日�
　詳しくは、根室税務署�
　　　10153(23)3261まで。�
�

　休日開設日　 開設時間延長日�
　25日（日） 　15日（木）�
　　　　　　　　　30日（金）�

午前9時～　　 午後5時15分～�
午後5時まで　 午後8時まで�
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くらしの広広場�くらしの広

筆界特定制度の施行について�

　不動産登記法の改正により、筆界の不明や争いがある

場合に法務局が筆界を調査し現地の位置を決めることが

出来るようになりました。�

　詳しくは、釧路地方法務局中標津出張所�

　1（７２）１２１２まで。�

健　　康�

誇りをもって働き　豊かなまちにしましょう 　町民憲章より�

　
受
講
申
請
書
は
、
消
防
本
部
ま
た
は
�

消
防
署
に
あ
り
ま
す
。
�

　
詳
し
く
は
消
防
本
部
1
（
７
２
）
９
�

１
１
４
ま
た
は
、
消
防
署
1
（
７
２
）
�

２
１
８
１
予
防
係
ま
で
。
�

�平
成
十
八
年
度
「
防
火
管
理
者
�

資
格
取
得
講
習
会
」
の
ご
案
内
�

�　
消
防
法
施
行
令
第
三
条
第
一
項
に
基

づ
く
「
防
火
管
理
者
資
格
取
得
講
習
会
」

が
実
施
さ
れ
ま
す
。
�

日
　
　
程
　
七
月
二
十
五
日
（
火
）
〜
�

　
　
　
　
　
七
月
二
十
六
日
（
水
）
�

場
　
　
所
　
中
標
津
消
防
署
講
堂
�

申
込
期
間
　
六
月
十
五
日
（
木
）
〜
�

　
　
　
　
　
七
月
十
二
日
（
水
）
�

申
込
先
・
問
合
わ
せ
先
�

　
（
社
）
北
海
道
消
防
設
備
協
会
�

　
〒
０
６
０
―
０
０
０
５
�

　
札
幌
市
中
央
区
北
五
条
西
六
丁
目
�

　
（
札
幌
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
十
二
階
）
�

　
1
０
１
１
（
２
０
５
）
５
９
５
１
�

※
受
講
申
込
用
紙
は
消
防
本
部
、
ま
た
�

　
は
、
消
防
署
に
あ
り
ま
す
。
�

（
日
本
防
火
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.n-bouka.or.jp/

よ
り
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。
）
�

�六
月
は
「
外
国
人
労
働
者
�

問
題
啓
発
月
間
」
で
す
�

�　
近
年
、
経
済
社
会
の
国
際
化
の
進
展

に
伴
い
、
我
が
国
に
入
国
、
在
留
す
る

外
国
人
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
我
が
国

の
労
働
市
場
に
及
ぼ
す
影
響
も
大
き
く

な
っ
て
い
ま
す
。
�

　
こ
の
た
め
、
国
で
は
、
毎
年
六
月
を

「
外
国
人
労
働
者
問
題
啓
発
月
間
」
と

定
め
、
各
種
の
啓
発
活
動
に
取
り
組
む

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
�

　
事
業
主
の
方
々
を
は
じ
め
国
民
の
皆

様
に
は
、
外
国
人
労
働
者
の
適
正
な
就

労
の
促
進
と
不
法
就
労
の
防
止
に
つ
い

て
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
�

　
ご
不
明
な
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
又
は
、
北
海
道
労
働
局
職

業
安
定
部
職
業
対
策
課
1
０
１
１
（
７

０
９
）
２
３
１
１
内
線
３
６
８
３
ま
で
。
�

�定
期
健
康
診
断
や
健
康
管
理
を
�

実
施
し
て
い
ま
す
か
�

�　
事
業
者
は
、
事
業
場
の
規
模
や
業
種

に
関
係
な
く
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者

を
雇
い
入
れ
た
時
、
そ
の
後
、
一
年
以

内
ご
と
に
一
回
（
深
夜
業
な
ど
の
特
定

業
務
従
事
者
は
、
配
置
替
え
の
際
及
び

六
ヶ
月
以
内
ご
と
に
一
回
）、
定
期
に

健
康
診
断
を
実
施
す
る
こ
と
、
ま
た
、

健
康
診
断
実
施
後
、
異
常
所
見
が
あ
る

と
診
断
さ
れ
た
労
働
者
に
つ
い
て
、
三

ヶ
月
以
内
に
医
師
等
か
ら
意
見
を
聴
き
、

そ
の
内
容
を
健
康
診
断
個
人
票
に
記
載

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
�

　
詳
し
く
は
、
釧
路
労
働
基
準
監
督
署

1
０
１
５
４
（
４
２
）
９
７
１
１
ま
で
。
�

�集
落
協
定
を
公
表
し
ま
す
�

�　
中
標
津
町
で
は
、
平
成
十
七
年
度
よ

り
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
�

　
こ
の
制
度
は
、
農
業
生
産
に
厳
し
い

地
域
へ
の
対
策
と
し
て
、
耕
作
放
棄
を

防
止
し
、
水
源
の
涵
養
や
景
観
の
維
持

な
ど
農
業
の
持
つ
多
面
的
な
機
能
を
維

持
す
る
た
め
、
耕
作
面
積
に
応
じ
て
交

付
金
を
支
払
う
制
度
で
す
。
�

　
こ
の
制
度
の
具
体
的
な
事
業
内
容
は

集
落
で
策
定
す
る
協
定
に
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
本
制
度
の
透
明
性
を
確

保
す
る
観
点
か
ら
、
次
の
と
お
り
協
定

内
容
と
平
成
十
七
年
度
の
実
施
内
容
を

公
表
し
ま
す
。
�

公
表
期
間
　
六
月
六
日
〜
六
月
三
十
日
�

　
　
　
　
（
土
・
日
を
除
く
）
�

公
表
時
間
　
午
前
八
時
三
十
分
〜
�

　
　
　
　
　
午
後
五
時
十
五
分
�

公
表
場
所
　
農
林
課
農
務
係
窓
口
�

問
合
わ
せ
　
農
林
課
農
務
係
�

�
　保健センター主催の各種検診受診者、
教室参加者を募集します。�
申込・問合せ先�
　中標津町保健センター�
　　　　　172－2733�

�
�

ヘ ル ス ア ッ プ 教 室 �
生活習慣病予防教室のお知らせ�

�
日　　程　7月19日（水）�
時　　間　午後１時30分～3時30分�
対　　象　20歳以上の町民�
内　　容　生活習慣病予防について�
　　　　　（メタボリックシンドローム

て何？�
　　　　　予防のための食事、血圧・腹

囲測定）�
会　　場　中標津町保健センター�
参 加 料　無料�
持 ち 物　健診結果、健康手帳�
　　　　　（お持ちの方のみ）�
申込締切　7月14日（金）�

�
国保人間ドックのお知らせ�

�
国民健康保険に加入されている方の人間
ドックを実施しています。�
対　　象　中標津町国民健康保険に1年以

上継続して加入し、前年度ま
での保険税を完納している世
帯の年齢30～69歳の方�

実施期間　平成18年5月～平成19年2月末
日の平日（随時）�

場　　所　町立中標津病院　�
内　　容　基本健診・がん検診（胃内視

鏡検査、胸部レントゲン検査、
大腸便潜血検査）・腹部エコ
ー検査�

定　　員　年間80名（先着順）�
料　　金　10,700円�
　　　　　（生活習慣病健診と重複して

の補助は受けられません）�
受　　付　随時　先着受付順�
　　　　　（実施全期間の受付が可能です。

ただし、翌月に受診を希望さ
れる方は、前月20日までにお
申し込みください。）�

�
骨粗鬆症検診のお知らせ（７月分）�
～ 若 い 時 か ら 骨 作 り ！ ～�

�
実施期間　7月3日～31日の平日�
申込期間　 6月5日～20日の平日�
対　　象 　20歳以上の女性�
内　　容　問診、骨密度測定（手首）、診
　　　　　察�
料　　金　 1,300円(70歳以上は600円)�
定　　員　 1日2人�
時　　間　午前11時から�
実施場所　町立中標津病院 整形外科外来�

か
ん
よ
う
�



こ
の
広
報
紙
は
資
源
保
護
の
た
め
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
　
　�

平成18年�6
VOL.522 （　） 内は前月比�

誕生   24人    死亡     9人�
転入 344人    転出 170人　�

４月30日現在住民登録人口�

町の人口�
男�
女�

世 帯 数�

24,054（＋189）�
11,793（＋113）�
12,261（＋  76）�
10,193（＋148）�

なかしべつ�

広報中標津は、環境保護のために古紙配合率100％再生�
紙および100％植物油型インキ「ナチュラリス100」を使用�
しています。�

～私たちが伺います～�

主要施策概要（予算説明書）ができました�

目　　的　まちづくりに関する町の考え方やいろいろな施策について担当職員が解説し、住民と行政のパートナーシ

ップによるまちづくりを進めること。�

対　　象　町内在住者で、５名以上の参加人数で開催できます。�

説 明 者　説明内容によって担当課の職員が行います。�

費　　用　無料です。�

開催期間　平成18年６月から10月までです。�

開催時間　原則として、月～金の平日・午前９時～午後９時までの間で、２時間程度とします。�

開催場所　公共施設・集会施設・自宅など、町内に限ります。場所の確保や準備、周知、当日の進行などは開催する

方が行ってください。�

申込方法　開催を希望する日の２週間前までに、開催日時・場所・内容などを企画課まで電話で申し込んでください。�

そ の 他　その場で説明できない場合は、後日回答します。�

　　　　　今年度も、西澤町長がスケジュールの許す限り出席いたします。�

　※下記の場合は説明者の派遣を取りやめる場合があります。�

　　①公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。�

　　②政治、宗教または営利を目的とした催しを行うおそれがあるとき。�

　　③主に批判や苦情処理、個別相談などを目的としているとき。�

　　④出前講座の目的に反しているとき。　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、企画課企画調整係まで。�

　平成18年度主要施策概要（予算説明書）『よくわかることしの中標津づくり』

ができしました。これは、町民のみなさまに町の予算の内容を知っていただ

くために作成したものです。�

　今年度は、町内会に加入されている方につきましては各町内会より配布さ

れます。また、各公共施設（役場・計根別支所・総合文化会館）にも配置し

てありますので、ご自由にお持ちください。�

まちづくり�
出前講座の�
お知らせ�

ま    ち�


